
省

令

平成˜ 年˜˜月š—日 金曜日 第›�™—号官 報
〇
財
務
省
令
第
六
十
号

財
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第

二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
務
省
組
織
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日財

務
大
臣

額
賀
M
志
郎

財
務
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

財
務
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
財
務
省
令
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
九
西
川
口
の
項
中
「
、
芝
下
二
丁
目
」
を
「
か

ら
芝
下
三
丁
目
ま
で
、
芝
高
木
一
丁
目
、芝
高
木
二
丁
目
、

芝
宮
根
町
、
芝
東
町
」
に
改
め
、
同
表
指
宿
の
項
中
「
揖

宿
郡
」
を
削
り
、
同
表
知
覧
の
項
中
「
川
辺
郡
知
覧
町
」

を
「
南
九
州
市
」
に
、「
川
辺
郡
」
を
「
南
九
州
市
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

〇
農
林
水
産
省
令
第
八
十
七
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第

六
十
五
条
第
一
項
及
び
水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
三
百
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日

農
林
水
産
大
臣

若
林

正
俊

指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
（
昭

和
三
十
八
年
農
林
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
二
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
ロ

(160)
か
ら

(163)
ま
で
の
規
定
中
「
と
同
県
吾
川
郡
春
野
町
と
の
境
界
に

あ
る
」
を
削
り
、
同
表
大
中
型
ま
き
網
漁
業
の
項
第
一
号

ネ
中
「
揖
宿
郡
と
同
県
川
辺
郡
」
を
「
南
九
州
市
頴
娃
町

別
府
と
同
市
知
覧
町
南
別
府
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
中
別
表
第
二
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一

号
ロ

(160)
か
ら

(163)
ま
で
の
改
正
規
定
は
平
成
二
十
年
一
月
一

日
か
ら
、
同
表
大
中
型
ま
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
ネ
の
改

正
規
定
は
平
成
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
農
林
水
産
省
令
第
八
十
八
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十

六
号
）
第
三
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
家
畜
伝
染
病
予

防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日

農
林
水
産
大
臣

若
林

正
俊

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林

省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
七
条
の
表
第
四
十
五
条
第
一
号
の
物
（
身
体
障

害
者
補
助
犬
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
補
助
犬
で
あ
つ
て
、

身
体
障
害
者
が
同
伴
す
る
も
の
を
除
く
。）及
び
第
四
十
五

条
第
二
号
の
物
（
殻
付
き
の
も
の
に
限
る
。）の
項
中
「
大

阪
港
、
神
戸
港
」
を
「
阪
神
港
」
に
改
め
、
同
表
第
四
十

五
条
第
二
号
の
物
（
殻
付
き
の
も
の
を
除
く
。）、
同
条
第

三
号
の
肉
、
脂
肪
、
血
液
、
腱け

ん

及
び
臓
器
並
び
に
同
条
第

六
号
の
物
の
項
中
「
大
阪
港
、
尼
崎
西
宮
B
屋
港
、
神
戸

港
」
を
「
阪
神
港
」
に
改
め
、「
浜
田
港
」
の
下
に
「
、
福

山
港
」
を
加
え
、
同
表
第
四
十
五
条
第
三
号
の
皮
、
毛
、

羽
、
角
及
び
蹄て
い

並
び
に
同
条
第
五
号
の
肉
粉
、
肉
骨
粉
、

血
粉
、
皮
粉
、
羽
粉
、
蹄て
い

角
粉
及
び
臓
器
粉
の
項
、
同
表

第
四
十
五
条
第
三
号
の
骨
及
び
同
条
第
五
号
の
骨
粉
（
ふ

る
い
目
の
開
き
が
八
四
〇
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
の
網
ふ
る

い
を
通
過
す
る
生
骨
粉
を
除
く
。）の
項
、
同
表
第
四
十
五

条
第
四
号
の
物
の
項
中
「
大
阪
港
、
尼
崎
西
宮
B
屋
港
、

神
戸
港
」
を
「
阪
神
港
」
に
改
め
、
同
表
第
四
十
五
条
第

七
号
の
物
の
項
中
「
大
阪
港
、
神
戸
港
」
を
「
阪
神
港
」

に
改
め
、「
境
港
」
の
下
に
「
、
浜
田
港
」
を
、「
水
島
港
」

の
下
に
「
、
福
山
港
」
を
加
え
、
同
表
第
四
十
五
条
第
八

号
の
物
の
項
中
「
大
阪
港
、
神
戸
港
」
を
「
阪
神
港
」
に

改
め
、
同
表
第
四
十
五
条
第
一
号
ハ
の
犬
の
う
ち
、
身
体

障
害
者
補
助
犬
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害

者
補
助
犬
で
あ
つ
て
、
身
体
障
害
者
が
同
伴
す
る
も
の
及

び
第
四
十
五
条
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
指
定

検
疫
物
で
あ
つ
て
携
帯
品
と
し
て
輸
入
す
る
も
の
の
項
中

「
大
阪
港
、
尼
崎
西
宮
B
屋
港
、
神
戸
港
」
を「
阪
神
港
」

に
改
め
、「
長
崎
港
」
の
下
に
「
、
比
田
勝
港
、
厳
原
港
」

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

〇
農
林
水
産
省
令
第
八
十
九
号

植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）

第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
植
物
防
疫
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日

農
林
水
産
大
臣

若
林

正
俊

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第

七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
大
阪
港
、
神
戸
港
」を「
阪

神
港
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

〇
農
林
水
産
省
令
第
九
十
号

農
林
水
産
省
設
置
法（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
八
号
）

第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
林
水
産
省
組

織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。平

成
十
九
年
十
一
月
三
十
日

農
林
水
産
大
臣

若
林

正
俊

農
林
水
産
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

農
林
水
産
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
農
林
水
産
省
令

第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
七
九
州
の
項
管
轄
区
域
の
欄
中
「
鹿
児
島
郡

揖
宿
郡

川
辺
郡
」
を
「
南
九
州
市

鹿
児
島
郡
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

〇
環
境
省
令
第
三
十
一
号

食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
三

号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）

第
六
条
の
二
第
六
項
及
び
第
二
十
四
条
の
六
の
規
定
に
基

づ
き
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日環

境
大
臣

鴨
下

一
郎

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
十
七
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
二
十
一

条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
（
同
法
第
二
十
条
第
二
項

第
一
号
に
規
定
す
る
認
定
計
画
に
従
つ
て
行
う
再
生

利
用
事
業
（
同
法
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定

す
る
再
生
利
用
事
業
を
い
う
。）に
利
用
す
る
食
品
循

環
資
源
（
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
食
品
循

環
資
源
を
い
い
、
一
般
廃
棄
物
に
該
当
す
る
も
の
に

限
る
。）の
運
搬
を
行
う
場
合
に
限
る
。）

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促

進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の

日
（
平
成
十
九
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

〇
環
境
省
令
第
三
十
二
号

環
境
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十

二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
環
境
事
務
所
組
織

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日環

境
大
臣

鴨
下

一
郎

地
方
環
境
事
務
所
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令

地
方
環
境
事
務
所
組
織
規
則
（
平
成
十
七
年
環
境
省
令

第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を

第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
同
条
第

十
五
号
中「（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
六
号
）」を
削
り
、

同
号
を
同
条
第
十
六
号
と
し
、
同
条
第
十
四
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

十
五

食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
六
号
）
に
基
づ

く
定
期
報
告
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
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